
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
　
　
藤
　
　
　
　
　
靖

　
　
　
一
　
は
し
が
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
　
領
知
処
分
方
針
の
決
定

　
　
二
　
藩
政
改
革
と
郷
士
的
土
地
所
有
（
以
上
、
　
　
　
　
白
所
有
関
係
の
新
構
造

　
　
　
第
七
巻
第
四
号
所
載
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼
　
領
知
処
分
の
紛
議

　
　
三
　
地
租
改
正
と
郷
士
的
土
地
所
有
（
以
下
、
　
　
　
四
　
む
　
す
　
び

　
　
　
本
号
所
載
）

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
地
租
改
正
と
郷
士
的
土
地
所
有

　
明
治
四
年
六
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
明
治
政
府
は
権
力
の
絶
対
主
義
的
集
中
を
一
応
完
了
し
た
。
翌
五
年
の
地
券
交
付
と
六
年

の
地
租
改
正
条
例
布
告
は
、
そ
の
統
一
権
力
の
物
質
的
基
礎
の
確
立
を
め
ざ
す
政
策
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二

つ
の
政
策
が
、
土
佐
藩
の
郷
士
的
土
地
所
有
を
ど
の
よ
う
に
解
体
さ
せ
、
ま
た
ど
う
い
う
土
地
所
有
関
係
を
創
出
し
た
か
を
検
討
す

る
こ
と
が
、
本
節
の
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
叙
述
の
順
序
と
し
て
、
は
じ
め
に
地
租
改
正
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
、
つ
ぎ
に
そ
の
結

果
つ
く
り
だ
さ
れ
た
土
地
所
有
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
）

　
一
　
領
知
処
分
方
針
の
決
定

　
（

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
（
五
八
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
（
五
八
八
）

　
明
治
政
府
は
、
五
年
七
月
四
目
大
蔵
省
達
第
八
士
二
号
で
全
国
一
般
の
私
有
地
に
た
い
し
て
地
券
を
交
付
す
る
こ
と
を
布
告
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

そ
の
基
本
的
な
ね
ら
い
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
全
国
地
代
金
ノ
惣
額
ヲ
点
検
」
し
、
地
租
改
正
に
資
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
布
達
を
、
ま
え
に
み
た
よ
う
な
郷
士
的
土
地
所
有
が
ま
だ
解
体
し
て
い
な
い
高
知
県
に
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

い
く
つ
か
の
困
難
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
五
年
十
月
五
目
、
高
知
県
庁
は
大
蔵
省
に
藩
政
改
革
以
後
の

土
地
所
有
関
係
に
つ
い
て
詳
綱
に
上
申
し
、
あ
わ
せ
て
地
券
の
帰
属
間
題
四
ヶ
条
に
関
し
て
指
令
を
仰
い
だ
。
わ
ず
ら
い
を
い
と
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ず
、
そ
の
全
文
を
引
い
て
み
よ
う
。

当
県
管
内
郷
士
領
知
所
置
之
儀
二
付
、
別
紙
之
通
先
般
相
伺
侯
処
、
御
付
紙
を
以
庚
午
年
相
定
候
禄
制
に
復
し
、
塵
米
渡
万
数
取
調
可
申
立
、
地

所
之
儀
は
旧
郷
士
之
所
有
と
致
し
、
租
税
は
県
内
普
通
之
方
法
に
可
引
直
旨
御
達
に
相
成
侯
儀
に
付
、
右
取
扱
細
目
左
之
通
相
伺
申
侯

一
旧
郷
士
領
知
旧
来
之
規
則
警
は
領
知
高
百
石
、
此
出
来
米
百
石
あ
ら
ん
に
は
、
高
米
之
八
歩
却
米
八
十
石
旧
郷
士
所
務
致
し
、
右
八
十
石
之
内

　
米
六
十
石
を
以
（
高
米
之
六
歩
）
武
役
相
勤
、
二
十
石
は
私
有
也
、
加
治
子
と
致
し
、
残
米
二
十
石
小
作
人
の
作
徳
と
相
立
有
之
に
付
、
庚
午

　
年
虞
米
を
以
領
知
に
引
換
之
節
、
領
知
夫
々
検
査
之
上
定
免
取
極
め
、
則
高
米
の
六
歩
に
相
当
る
丈
度
米
に
引
換
候
に
付
、
残
り
二
歩
は
猶
郷

　
士
之
所
務
に
相
成
、
地
所
相
控
居
可
申
道
理
に
相
当
候
へ
共
、
其
実
は
従
来
旧
郷
士
領
知
出
作
人
（
出
作
人
と
云
は
小
作
人
類
な
れ
ど
も
、
地

　
主
の
許
可
を
以
其
作
株
を
売
買
す
る
を
以
て
、
小
作
人
と
大
同
小
異
有
之
事
）
と
分
け
目
之
儀
規
則
之
通
取
扱
不
申
、
徒
に
－
出
作
人
と
相
対
に

　
て
極
侯
取
組
に
て
、
警
は
甲
の
郷
士
あ
ら
ん
に
、
出
作
人
相
対
に
て
八
十
石
所
務
致
し
来
り
侯
へ
ば
、
今
般
御
達
之
通
庚
午
年
禄
制
に
復
し
、

　
禄
米
六
十
石
支
給
致
し
、
領
知
出
来
米
之
内
六
十
石
租
税
上
納
為
致
、
二
十
石
は
尚
郷
士
所
務
致
し
、
地
所
も
同
人
所
有
と
相
成
、
残
二
十
石

　
は
爾
来
之
通
出
作
人
作
徳
米
と
し
て
異
論
無
之
筈
に
侯
へ
と
も
、
乙
の
郷
士
あ
り
、
領
知
高
同
断
所
務
致
し
、
出
来
米
亦
同
断
百
石
あ
ら
ん
に
、

　
爾
来
七
十
石
所
務
致
来
候
へ
ば
、
今
般
六
十
石
魔
米
に
引
換
侯
時
は
、
十
石
を
以
旧
郷
士
所
務
致
し
、
残
三
十
肩
を
以
出
作
人
作
徳
米
と
致
可

　
申
哉
、
右
候
時
は
同
反
別
同
位
之
土
地
甲
乙
両
人
同
様
所
持
乍
致
、
旧
来
所
務
米
之
多
寡
に
寄
加
治
子
之
損
徳
出
来
、
不
公
平
に
可
有
之
哉
、

　
去
連
乙
の
郷
士
領
知
の
拙
作
人
を
し
て
更
に
十
石
之
加
治
子
米
旧
郷
士
へ
増
払
為
致
候
儀
も
事
実
難
渋
－
之
節
可
有
之
候
問
、
右
等
之
廉
は
如
何

４



　
　
取
扱
可
申
哉
・
且
又
丙
の
郷
士
膏
、
甲
乙
両
人
と
領
知
高
同
断
所
持
致
し
、
出
来
米
券
同
断
着
ん
に
、
爾
来
出
作
人
に
相
対
を
以
六
十

　
　
募
務
致
来
り
候
処
・
今
般
六
十
裏
皆
緊
に
引
換
、
地
所
は
旧
郷
士
の
所
有
と
致
し
候
へ
ば
、
一
粒
缶
務
無
之
、
土
地
を
の
み
相
控
侯

　
　
に
相
当
り
不
都
合
を
醸
し
可
申
、
去
蓑
又
小
作
人
に
増
払
為
致
侯
繋
難
渋
に
可
有
之
と
存
候
ぶ
段
如
何
処
篭
哉
、

　
　
一
庚
午
年
相
定
候
禄
制
に
復
し
、
領
知
物
成
米
と
虞
米
と
引
換
之
儀
は
、
則
同
年
相
定
侯
通
物
成
米
の
六
歩
を
以
引
換
可
申
哉

　
　
一
租
税
之
儀
は
管
内
普
通
之
方
法
に
可
引
直
旨
御
達
に
相
成
侯
処
、
管
内
新
田
嚢
数
種
に
相
成
侯
へ
ど
も
、
旧
郷
士
領
知
禄
米
に
引
換
残
り
の

　
　
分
並
士
族
役
知
共
根
元
無
税
之
土
地
に
有
之
、
庚
午
年
右
名
儀
を
廃
し
、
二
歩
立
新
田
に
改
正
仕
侯
に
付
、
外
田
法
旧
慣
に
・
据
置
候
中
は
、
同

　
　
断
旧
慣
に
仰
り
二
分
立
新
田
に
据
置
可
申
哉

　
　
一
旧
郷
士
領
震
米
に
引
換
不
申
分
並
士
族
役
梨
一
二
婁
税
立
、
爾
来
之
所
務
米
に
指
引
、
余
米
無
之
時
は
地
主
小
作
人
共
相
対
熟
談
を
以
つ

　
　
て
想
像
加
治
子
米
為
払
出
候
様
取
計
可
申
哉

　
　
　
右
件
次
相
伺
候
也

　
　
　
　
　
壬
申
十
月
五
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
　
　
　
　
　
一
　
　
名

　
以
上
が
上
申
書
の
全
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
前
に
す
で
に
郷
士
領
知
の
処
分
方
法
に
つ
い
て
の
伺
書
が
提
起
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
対
す
る
政
府
指
令
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
・
史
料
が
玩
存
し
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
上
申
書
か
ら
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

一
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
今
す
な
わ
ち
、
政
府
指
令
は
、
郷
士
領
知
に
つ
い
て
の
所
有
権
は
す
べ
て
こ
れ
を
旧
郷
士
の
所
有
に
帰
せ

し
め
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
指
令
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
な
郷
士
的
土
地
所
有
の
構
造
を
全
く
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
作
式
」
皿
永
小
作
権
老
の
土
地
に
か
ん
す
る
一
切
の
権
利
を
旧
来
の
状
態
に
放
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

と
り
も
直
享
・
地
券
交
付
の
歴
史
的
内
容
を
露
呈
し
た
も
の
と
い
を
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
今
日
の
通
説
で
は
地
券
交
付
は
私

甲
養
的
土
地
所
有
の
法
認
で
雲
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
と
か
か
る
郷
士
領
芝
対
す
る
所
有
権
附
与
の
方
式
か

　
　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
遇
程
に
つ
い
て
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
五
八
九
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
．
箪
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
二
八
　
（
五
九
〇
）

ら
み
れ
ば
、
そ
の
点
の
み
を
力
説
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
事
実
か
ら
判
断
す
れ
ば
・

地
券
交
付
の
本
来
的
意
図
は
農
民
的
土
地
所
有
の
創
出
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
土
地
を
私
的
所
有
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
地
租
Ｈ
金
納
地
代
徴
収
を
期
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。
郷
士
領
知
処
分
の
不
当
な
方
式
は
、
こ
の

こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
申
書
の
第
一
条
は
、
前
の
指
令
に
も
と
づ
い
て
、
　
「
引
換
上
り
知
」
に
か
ん
し
て
も
そ
の
地
所
の
所
有
権
は
旧
郷

士
の
手
に
帰
属
せ
し
め
た
が
、
郷
士
領
知
に
お
い
て
は
従
前
か
ら
郷
士
と
永
小
作
人
と
の
問
に
お
け
る
得
分
関
係
が
不
同
で
あ
り
、

そ
の
た
め
所
務
米
を
す
べ
て
魔
米
に
引
換
え
ら
れ
た
の
ち
に
は
加
治
子
部
分
の
残
ら
な
い
肌
士
が
あ
り
・
彼
に
所
有
権
を
与
え
た
場

合
、
何
等
の
得
分
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ピ
ず
所
有
権
の
み
を
保
有
す
る
と
い
う
不
適
当
な
事
態
が
発
生
す
る
で
は
な
い
か
と
い

う
の
で
あ
る
。
事
実
、
極
端
な
事
例
と
し
て
、
永
小
作
人
は
郷
士
に
た
い
し
て
名
儀
料
と
し
て
の
加
治
子
を
払
う
の
み
で
、
「
武
役
」

ま
た
は
御
用
金
と
い
う
形
態
で
藩
の
賦
課
に
応
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
「
引
換
上
り
知
」
に
つ
い
て
政
府
指
令
の
通
り
に
地
券
を
発
行

し
、
し
か
も
本
田
租
法
に
準
じ
た
六
公
四
民
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
　
「
一
粒
も
所
務
米
無
之
、
土
地
を
の
み
相
控
」
え
る
丙
型
郷

士
は
意
外
に
多
数
に
上
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
条
は
、
こ
の
よ
う
な
実
態
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
・
た
だ
・
こ

こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
地
券
交
付
間
題
に
か
ん
し
て
は
、
県
当
局
が
全
く
無
批
判
的
に
政
府
指
令
に
従
お
う

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
知
県
で
は
、
藩
政
改
革
に
お
い
て
本
田
知
行
地
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
農
民
の
保
有
権
を
設
定
し
た
歴

史
を
も
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
作
式
」
発
生
の
歴
史
的
過
程
に
目
を
お
お
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
、
ま
え
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
県
当
局
の
旧
郷
士
層
に
た
い
す
る
妥
膀
的
方
針
の
産
物
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
政
席
は
か
か
る
第
一
条
の
質
間
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
指
令
し
た
。
す
な
わ
ち

’



旧
郷
士
領
知
所
置
之
儀
、
庚
午
貢
米
を
以
領
知
に
引
換
之
節
、
検
査
之
上
立
免
取
極
則
高
米
之
六
歩
に
相
当
り
候
丈
げ
頁
米
に
引
換
侯
趣
に
付
・

右
庚
午
相
定
侯
禄
制
に
復
し
、
貢
米
渡
石
数
取
調
可
申
旨
先
般
指
令
候
儀
に
て
地
所
は
旧
郷
士
の
所
有
と
致
し
侯
上
は
、
身
分
は
士
族
に
候
と
も
・

右
地
所
に
付
而
は
外
農
民
之
地
所
所
持
之
者
と
柳
差
別
は
無
之
儀
に
付
、
県
内
一
般
普
通
の
租
税
方
法
を
以
貢
租
取
極
、
讐
は
高
米
一
石
六
公
四

民
な
れ
ば
六
斗
は
公
租
、
四
斗
は
地
主
作
徳
相
成
侯
儀
に
て
、
地
主
と
小
作
人
と
徳
米
引
分
方
法
は
素
よ
り
相
対
可
致
筋
に
付
、
双
方
不
都
合
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

之
様
熟
談
之
上
為
取
極
侯
儀
と
可
相
心
得
事

と
。
こ
の
指
令
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
加
治
子
米
を
何
等
か
の
方
法
に
よ
っ
て
生
み
だ
す
べ
く
、
旧
郷
士
Ｈ
土
地
所
有
権
者
と
永
小
作

人
と
の
間
で
「
熟
談
」
さ
せ
よ
と
い
う
に
止
ま
る
も
の
で
、
決
し
て
第
一
条
に
充
分
に
答
え
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
に
よ
れ
ば
・

永
小
作
人
に
た
い
し
て
加
治
子
米
部
分
を
生
み
だ
す
よ
う
に
作
徳
米
を
削
減
せ
よ
と
い
う
苛
酷
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
条
に
た

い
す
る
指
令
は
、
か
か
る
第
一
条
の
実
践
を
強
要
す
る
内
容
を
も
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
庚
午
年
（
三
年
）
旧
郷
士
領
知
物
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

米
と
貢
米
引
換
之
儀
は
同
年
相
定
侯
通
－
物
成
米
の
六
歩
を
以
引
換
可
申
事
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
藩
政
改
革
に

お
け
る
「
引
換
上
り
知
」
に
か
ん
す
る
仕
法
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
だ
も
の
に
ぼ
か
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
地
券

所
属
間
題
と
同
時
に
出
さ
れ
た
と
い
う
点
か
ら
み
て
永
小
作
人
に
た
い
し
て
い
ち
じ
る
し
く
苛
酷
な
内
容
を
も
つ
も
の
に
変
っ
た
こ

と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。
物
成
米
の
六
分
は
、
ま
え
に
書
い
た
よ
う
に
、
ほ
ぼ
二
十
五
石
に
相
当

す
る
高
で
あ
り
、
当
年
の
旧
郷
士
層
の
構
成
か
ら
み
れ
ば
こ
の
地
高
に
位
置
す
る
者
は
相
当
な
数
に
上
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
・
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

化
年
間
の
『
郷
士
調
査
書
』
に
よ
れ
ば
三
〇
石
未
満
の
者
は
二
一
八
人
を
算
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
郷
士
層
は
そ
れ
ぞ
れ
に
永
小
作

人
を
従
属
せ
し
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
永
小
作
人
は
彼
等
の
作
徳
部
分
の
削
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
第
二
条
に
つ
い
て
の
指
令
は
、
か
か
る
事
態
を
必
至
と
す
る
の
で
あ
る
。
内
容
の
変
化
と
は
こ
の
こ
と
を
租
す
・
第

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
（
五
九
一
）



　
　
　
立
命
露
経
済
学
（
第
七
巻
一
第
｝
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
（
五
九
二
）

三
・
第
四
条
に
つ
い
て
は
、
上
申
書
通
り
の
指
令
と
な
っ
た
。
と
く
に
第
四
条
に
か
ん
す
る
指
令
が
「
熟
談
を
以
、
想
像
加
治
子
米

相
払
出
侯
様
取
計
可
申
」
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
当
然
永
小
作
人
を
苦
境
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
政
府
指
令
は
地
券
間
題
“
土
地
所
有
権
の
帰
属
間
題
を
ほ
と
ん
ど
重
視
せ
ず
、
そ
び
た
め
に
郷
士
的
土
地
所
有
の
構

造
を
無
視
し
た
上
で
政
策
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
県
当
局
は
、
こ
う
し
た
指
令
を
受
け
て
再
び
苦
慮
し
は
じ
め
た
。
若
し
、
政
府
指
令
の
通
り
に
地
券
交
付
を
実
施
す
る
と
す
れ
ば
、

旧
郷
士
と
「
作
式
」
所
有
者
た
る
永
小
作
人
と
の
間
で
深
刻
な
対
立
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
容
身
に
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
県
は
翌
六
年
三
月
十
八
目
、
政
府
に
照
会
の
上
、
次
の
よ
う
な
地
券
交
付
の
方
法
を
布
告
し
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
旧
郷
士
引
換
領
知
地
券
渡
方
の
事

　
　
旧
郷
士
引
換
領
知
の
儀
に
付
、
兼
て
大
蔵
省
へ
伺
出
有
之
所
、
御
指
令
の
趣
有
之
候
に
付
、
左
之
通
相
心
得
可
申
事

　
　
一
　
旧
郷
士
領
知
禄
米
に
引
換
の
分
、
爾
来
の
所
務
米
と
比
較
致
、
間
米
有
之
分
は
地
券
可
願
出
事

　
　
一
　
同
断
間
米
無
之
分
は
出
作
人
の
者
よ
り
地
券
可
願
事

　
　
　
　
　
但
熟
談
を
以
て
出
作
人
よ
り
更
に
加
治
子
米
払
出
候
分
は
、
郷
士
よ
り
地
券
可
願
出
事

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
布
告
に
よ
っ
て
、
郷
士
領
知
の
処
分
方
式
が
最
後
的
に
決
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
布
告
に
よ
れ
ば
、

永
小
作
関
係
を
内
包
す
る
郷
士
領
知
に
つ
い
て
は
、
加
治
子
米
の
存
す
る
地
所
は
旧
郷
士
の
所
有
地
と
し
、
他
は
永
小
作
人
の
所
有

と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩
政
改
革
の
さ
い
の
「
引
換
上
り
知
」
に
か
ん
す
る
領
知
の
う
ち
の
大
部
分
は
永
小

作
人
に
そ
の
地
券
が
帰
属
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
逆
に
「
引
換
余
り
知
」
に
お
い
て
は
「
問
米
」
が
相
当
残
る
は
ず
で
あ
る

か
ら
旧
郷
士
の
手
に
所
有
権
が
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
作
式
」
を
所
有
す
る
郷
士
に
お
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
が
彼

○



の
所
有
に
ー
帰
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
前
記
上
申
書
を
例
に
と
れ
ば
丙
型
郷
土
の
場
合
に
は
地
券
の
申
請
が
全
然

認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
　
「
問
米
」
を
所
有
す
る
郷
士
の
所
有
地
の
地
価
が
彼
の
所
務

米
の
み
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
の
ち
に
み
る
よ
う
に
地
租
改
正
に
当
っ
て
地
券
帰
属
間
題
を
再
び
混
乱

さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
だ
が
間
題
は
、
こ
の
最
終
的
布
告
に
も
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
但
」
書
の
「
熟
談
を
以
て
出
作
人
よ
り
更
に
加
治
子
米
払
出
侯

分
は
郷
士
よ
り
地
券
可
願
出
事
」
と
い
う
規
定
か
ら
発
生
し
た
。
こ
の
規
定
は
、
郷
士
層
の
反
撃
に
き
わ
め
て
貴
重
な
足
が
か
り
を

与
え
、
永
小
作
処
分
全
般
を
さ
ら
に
困
難
な
事
態
に
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
多
く
の
郷
士
層
は
、
こ
の
「
熟
談
」
の
と
と
の
わ
な

い
の
を
条
件
に
し
て
、
地
券
を
申
請
し
、
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
を
阻
止
し
よ
う
と
さ
え
す
る
動
き
を
み
せ
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
嘗
で
展
開
す
る
こ
と
に
し
て
、
野
市
村
で
ど
う
い
う
形
で
地
券
交
付
が
進
め
ら
れ
た
か
を
具
体
的
に
考
察
し
よ
う
。

　
）

　
二
　
土
地
所
有
の
新
構
造

　
（

　
い
ま
い
っ
た
よ
う
に
、
高
知
県
に
お
け
る
地
券
交
付
の
最
終
的
方
針
は
六
年
三
月
十
八
目
の
布
告
に
ー
よ
っ
て
打
出
さ
れ
た
。
こ
の

布
告
の
直
後
に
周
知
の
よ
う
な
地
租
改
正
が
進
め
ら
れ
る
。
で
は
、
地
券
交
付
．
地
租
改
正
の
同
時
的
進
行
の
結
果
と
し
て
、
郷
士

的
土
地
所
有
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
解
体
し
、
ど
う
い
う
新
し
い
土
地
所
有
関
係
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
高
知
県
下
で
は
必
ず
し
も
円
滑
に
進
捗
せ
ず
郷
士
と
永
小
作
人
と
の
問
に
深
刻
な
対
立
関
係
を
よ
び
お
こ
し
た
地
域
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
一
応
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
し
た
と
思
わ
れ
る
野
市
村
の
場
合
を
例
に
取
り
な
が
ら
論
証
し
て
み
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ

の
野
市
村
で
は
、
明
治
九
年
九
月
ご
ろ
に
は
地
租
改
正
事
業
が
完
了
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
に
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
化
に
つ
い
て
、
若
干
の
史
料
を
通
し
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
（
五
九
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
（
五
九
四
）

　
ま
ず
、
　
「
引
換
上
り
知
」
の
動
向
に
つ
い
て
知
り
う
る
か
ぎ
り
で
の
「
な
」
丸
新
田
の
事
例
を
表
示
す
れ
ば
、
第
四
表
の
通
り
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
郷
士
で
そ
の
「
上
り
知
」
の
す
べ
て
の
所
有
権
を
も
ち
え
た
の
は
森
本
安
秀
に
相
続
さ
れ
た
森
本
吉
兵
衛

の
領
知
だ
け
で
あ
り
、
幾
何
か
の
地
券
所
有
者
と
な
っ
た
の
は
岡
収
之
進
・
下
司
源
六
・
坂
本
長
兵
衛
の
三
人
で
あ
る
。
そ
の
他
の

「
地
券
受
人
」
は
す
べ
て
「
作
式
」
所
有
者
Ｈ
永
小
作
人
で
あ
る
。
郷
士
の
手
に
帰
し
た
所
有
権
は
、
お
そ
ら
く
「
間
米
」
の
存
し

た
地
所
か
、
あ
る
い
は
森
本
吉
兵
衛
の
よ
う
な
「
作
式
」
所
有
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
地
が
郷
士
に
帰
属
す
る
の
は
、
布
告

の
内
容
か
ら
み
て
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
作
式
」
所
有
者
珊
新
土
地
所
有
者
の
な
か
で
は
「
平
民
」
層
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、

「
士
族
」
は
五
人
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
の
ち
に
示
す
野
市
村
下
井
に
お
け
る
土
地
所
有
者
の
圧
倒
的
部
分
が
「
平
民
」
で
あ

る
こ
と
と
密
接
な
関
違
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
つ
い
で
な
が
ら
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
　
「
作
式
」
所
有
者
は
一

人
の
郷
士
に
た
い
し
て
幾
人
か
が
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
例
え
ば
谷
合
又
吉
の
よ
う
に
二
人
以
上
の
郷
士
の
「
作

式
」
所
有
者
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
郷
士
的
土
地
所
有
が
き
わ
め
て
複
雑
な
人
的
構
成
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
　
「
引
換
上
り
知
」
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
郷
士
の
手
に
帰
し
た
所
有
権
は
き
わ
め
て
少
く
、

し
か
も
例
外
な
く
零
綱
な
反
別
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
つ
ぎ
に
、
　
「
引
換
余
り
知
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
関
係
上
「
む
」
の
丸
新
田
の
場
合
を

取
上
げ
る
。
第
五
表
は
、
知
り
う
る
か
ぎ
り
で
の
「
引
換
余
り
知
」
の
動
向
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
　
「
余
り

知
」
は
「
上
り
知
」
と
き
わ
め
て
異
っ
た
動
向
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
み
る
か
ぎ
り
、
旧
郷
士
層
に
そ
の
所
有
権
が

帰
属
し
な
か
っ
た
の
は
西
山
重
次
と
下
村
宅
右
衛
門
の
二
人
だ
け
で
、
他
は
村
山
森
助
以
外
は
そ
の
す
べ
て
の
「
余
り
知
」
が
旧
郷

士
自
身
に
か
あ
る
い
は
そ
の
相
続
人
に
帰
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
人
戊
の
う
ち
島
村
源
次
郎
と
甲
藤
市
太
郎
、
田
村
栄
次
が

’
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心
　
　
　
１
＾
３
０
１
２
０
０
６
０
　
３

１

弓

『

主知領

　
ｏ
」
る

事之
帖

券
　
の地田

も
候
た
　
し

鞠
理

田
整

新
を

取
一

分
７
月

に
年

領
６

「
一

　
）

は
丸

表
の

本
い劃

〔

「
作
式
」
所
有
者
と
確
証
で
き
る
以
外
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
っ
て
所
有

権
者
と
な
っ
た
か
詳
に
し
え
な
い
。
逆
に
田
原
秀
氏
と
島
内
武
金
は
「
作
式
」

所
有
者
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
二
人
が
新
所
有
権
者
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
史
料
的
に
確
証
し
え
な
い
他
の
旧
郷
士
“
新
所
有
権
者
は
、

お
そ
ら
く
「
作
式
」
を
所
有
し
た
か
、
あ
る
い
は
「
問
米
」
の
存
在
に
よ
っ

て
土
地
所
有
者
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
余
り

知
」
の
場
合
に
は
、
相
当
数
の
郷
士
が
土
地
所
有
権
者
と
な
り
う
る
条
件
を

そ
な
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
引
換
余
り
知
」

が
二
分
取
新
田
と
い
う
き
わ
め
て
郷
士
層
に
有
利
な
租
法
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
地
券
交
付
・
地
租
改
正
の
過
程
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
旧
郷
士
層
の
領
知
、

を
解
体
し
、
地
租
改
正
条
例
が
規
定
す
る
法
定
地
価
の
百
分
の
三
の
地
租
率

を
一
様
に
担
っ
た
私
的
土
地
所
有
と
し
て
再
編
さ
れ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
多

く
の
郷
士
層
か
ら
土
地
所
有
権
を
剥
奪
し
、
改
め
て
多
く
の
永
小
作
人
を
土
地
所
有
者
と
し
て
再
生
し
た
。
だ
が
、
こ
の
施
策
に
よ

っ
て
永
小
作
権
が
完
全
に
消
減
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
問
米
」
所
有
者
に
そ
の
土
地
の
全
所
有
権
を
与
え
る
と
い
う

き
わ
め
て
非
合
理
的
な
措
置
が
と
ら
れ
た
必
然
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
点
は
昌
で
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
か
か
る
地
券
帰
属
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
土
地
所
有
関
係
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
幸
い
野

市
村
大
字
下
井
に
つ
い
て
知
り
う
る
『
野
取
検
地
帖
』
（
明
治
九
年
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
し
た
の
が
第
六
表
で
あ
る
。

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
（
五
九
五
）



成構地耕の）年９治明（井下字町市野表６第

立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
五
号
）

ｕ易籍族

平１士

計Ｏ

反
下

－
以～

反

反
満
１

３
未

～
反

反
満
３

５
未

～
反

反
満
５

８
未

満
反

未
８

１
一

満
町

未
１

２
～

～
２

町３

ぷ
００Ｏ

上以町
１
０

１Ｏ１１
満
町

未
８

町
～

１
０

Ｏ２２１１

満
町

未
５

町
～８

１Ｏ１１
満
町

未
３

町
～５

５８
１
３２１２１３４

満
町

未
－

町
～３

９２ｕ４１１１４
満
反

未
８

町
～

一
１

ｕ４
１
５６５１２１

満
反

未
５

反
～８

８７
１
５３１５５１

満
反

未
３

反
一５

３
１

２
１

５
２６

２
３

１
０６２５

満
反

未
－

反
～３

３
０２

３
２４ｕ９７１下以反１

７
９０

７
９

２
３

３
７

１
３５１Ｏ

５７１
４
６１２２

２
８

３
６

７
２

３
６

２
３９

１
６１計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
（
五
九
六
）

　
し
か
し
、
郷
土
領
知
の
規
模
別
構
成
お
よ
び
明
治
九

年
以
前
の
土
地
所
有
者
構
成
お
よ
び
明
治
九
年
以
前
の

土
地
所
有
者
構
成
を
知
り
う
る
史
料
が
存
在
し
な
い
の

で
、
地
券
交
付
・
地
租
改
正
を
契
機
と
し
て
土
地
所
有

別
農
民
層
構
成
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
知
り

え
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
す
で
に
み
て

き
た
よ
う
な
「
引
換
上
り
知
・
引
換
余
り
知
」
の
動
向

を
念
頭
に
お
け
ば
、
必
ず
し
も
、
こ
の
表
は
す
べ
て
の

推
定
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
さ
て
、
第
六

表
に
よ
れ
ば
、
最
上
限
の
土
地
所
有
者
は
一
〇
町
～
八

町
層
で
あ
り
、
三
町
以
上
の
富
裕
な
階
層
が
四
名
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
階
層
に
お
い
て
共
通
な
特
徴
は
、
一
人

を
別
と
す
れ
ば
他
の
三
人
は
全
く
手
作
地
を
持
た
ず
、

す
、
＼
て
を
小
作
に
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

の
ち
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
「
作
式
」
所
有
者
で
あ
り
、

多
数
の
小
作
人
と
又
小
作
関
係
を
結
ん
で
い
た
従
前
の

事
情
が
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
牝
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

７



し
か
し
全
般
的
に
み
れ
ぽ
、
全
土
地
所
有
者
の
な
か
で
五
反
歩
以
下
の
階
層
が
圧
倒
的
に
多
く
（
五
九
％
強
）
、
と
く
に
無
所
有
者

が
全
農
民
の
な
か
で
三
五
・
七
％
強
を
占
め
、
こ
の
両
者
を
合
す
る
と
全
農
民
戸
数
の
七
三
・
七
％
強
と
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
経
営
面
稜
か
ら
み
れ
ば
、
一
町
歩
未
満
の
土
地
所
有
老
の
間
か
ら
一
町
歩
以
上
の
経
営
者
が
多
数
輩
出
し
て
お
り
、

と
く
に
三
反
歩
未
満
層
か
ら
五
人
の
経
営
老
の
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
反
～
一
反
歩
所
有
農
民
の
な
か

で
三
反
歩
以
上
の
経
営
者
の
全
部
が
「
平
民
」
で
あ
る
。
こ
の
点
は
三
町
歩
以
下
の
土
地
所
有
者
に
も
別
の
視
点
か
ら
同
じ
事
情
が

指
摘
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
無
経
営
者
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
人
六
の
ほ
と
ん
ど
が
「
士
族
」
で
あ
り
、
　
「
平
民
」
は
三
町
～
五

反
層
の
う
ち
の
四
名
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
逆
に
、
こ
の
よ
う
に
「
平
民
」
土
地
所
有
者
の
下
層
が
自
已
の
所
有
地
を
上
廻
る
経
営

地
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
下
井
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
永
小
作
な
い
し
又
小
作
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

と
く
に
三
反
～
一
反
層
の
農
民
の
場
合
に
は
、
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
「
た
と
え
ば
、
九
反
九
畝
歩
余

を
も
つ
安
岡
寿
吉
と
谷
合
丑
蔵
（
二
反
六
畝
余
所
有
）
・
浜
田
芳
吾
（
二
反
九
畝
余
）
・
朝
野
楠
平
（
一
反
四
畝
余
）
と
の
関
係
が
そ

う
で
あ
る
。
彼
は
先
代
か
ら
の
遺
産
一
五
石
八
斗
余
の
野
市
在
の
領
知
を
相
続
し
、
ほ
ぽ
七
反
歩
を
こ
の
三
人
の
永
小
作
人
の
所
有

地
と
し
て
奪
わ
れ
た
の
ち
、
な
お
九
反
九
畝
余
の
土
地
に
つ
い
て
永
小
作
権
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
が
ど
う
し
て
生

ま
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
が
、
お
そ
ら
く
は
「
間
米
」
の
存
在
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
券
交
付
・
地
租
改
正
は
、
第
六
表
の
族
籍
別
構
成
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
平
民
」
土
地
所
有
者
が
各
階

層
に
お
い
て
「
士
族
」
土
地
所
有
者
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
土
地
所
有
構
成
を
作
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
「
士
族
」
に
つ
い
て
や
や
く
わ
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
点
の
考
察
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
郷
士
的
土
地
所

有
の
解
体
過
程
の
全
容
を
具
体
的
に
と
ら
え
う
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
点
の
検
討
こ
そ
が
本
稿
の
中
心
課
題
で
も
あ
る
。

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
（
五
九
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
釈
七
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
（
五
九
八
）

族
籍
別
構
成
中
の
「
士
族
」
の
な
か
で
、
五
反
歩
以
下
が
六
五
％
を
占
め
、
そ
の
最
上
層
は
八
町
～
五
町
に
二
名
を
か
ぞ
え
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
旧
郷
士
の
な
か
で
の
最
大
の
所
有
者
は
の
ち
に
み
る
よ
う
に
一
町
五
反
余
の
山
本
登
で
あ
り
、
他
は
そ

れ
以
下
の
土
地
所
有
者
と
し
て
し
か
つ
ら
な
っ
て
は
い
な
い
。
以
下
一
町
歩
以
上
の
「
士
族
」
に
つ
い
て
個
六
に
検
討
を
加
え
て
み

よ
う
。

　
ま
ず
、
八
町
～
五
町
層
に
つ
い
て
。
こ
の
二
人
は
広
松
宣
晴
と
島
内
武
金
で
あ
る
。
島
内
は
七
町
三
畝
歩
余
を
も
ち
「
士
族
」
の

な
か
で
の
最
大
の
土
地
所
有
者
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
名
は
、
文
化
～
文
政
年
問
の
も
の
と
い
わ
れ
る
『
土
佐
藩
郷
士
調
査
書
』
に

は
勿
論
の
こ
と
明
治
三
年
の
「
役
知
領
地
地
引
帖
」
に
も
見
出
せ
な
い
点
か
ら
み
て
、
知
行
地
を
も
つ
譜
代
藩
士
で
も
な
け
れ
ば
郷

士
身
分
で
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
は
明
治
九
年
に
七
町
三
畝
の
土
地
所
有
者
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

う
か
。
彼
の
地
券
状
控
を
類
別
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
つ
は
、
例
え
ば

　
　
目
和
佐
兵
助
上
り
知
黒
瀬
左
兵
衛
控
地
買
今
は
島
内
武
金

　
　
一
、
一
反
一
畝
九
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
内
武
金

と
い
う
記
載
様
式
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は

　
　
同
村
（
野
市
村
下
井
）
幸
酢
与
藤
次
上
り
知
大
谷
権
九
郎
知
行
出
地
論
田
上
り
知
東
吉
原
三
十
良
作
式
買
今
ハ
上
岡
八
之
丞
成

　
　
ム
ノ
丸
新
田

　
　
一
、
田
二
反
六
畝
十
一
歩
　
　
　
　
　
　
持
主
　
島
内
武
金

　
　
　
此
地
代
金
三
十
二
円
九
十
六
銭
三
厘



と
い
う
記
載
例
で
あ
る
。
前
者
は
「
作
式
」
所
有
者
た
る
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
り
、
こ
の
面
で
は
彼
が
そ
の
ま
ま
新
所
有
者
た
り

え
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
後
者
に
よ
れ
ば
、
彼
は
布
告
に
よ
る
と
き
当
然
の
所
有
者
に
は
な
り
え
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ

う
だ
と
す
れ
ば
地
券
交
付
の
以
前
に
お
い
て
、
「
作
式
」
所
有
者
か
ら
購
入
し
た
と
し
か
考
｝
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
場
合
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

分
に
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
明
治
九
年
の
『
田
地
丈
量
簿
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
下
井
に
お
い
て
一
町
四
反
六
畝
の
手
作

を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
所
有
す
る
な
か
で
ど
れ
ほ
ど
が
「
作
式
」
分
で
あ
る
か
検
証
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の

よ
う
な
経
営
に
よ
る
蓄
積
を
基
盤
に
し
て
、
他
の
「
作
式
」
所
有
者
か
ら
耕
地
を
購
入
し
た
と
考
え
て
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
か

ろ
う
・
い
ま
一
人
の
広
松
宣
晴
は
六
町
三
反
歩
余
の
所
有
者
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
小
作
に
出
し
て
い
る
。
彼
の
場
合
、
明
治
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

年
七
月
の
「
地
券
願
書
下
認
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
彼
の
先
代
弘
松
勘
次
右
衛
門
が
巨
大
な
知
行
主
幸
野
与
藤
次
．
目
和
佐
丘
ハ
助
．
松

屋
七
左
衛
門
の
「
作
式
」
所
有
者
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
子
宣
晴
が
「
持
主
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

　
　
日
和
佐
丘
ハ
助
上
り
知
利
右
衛
門
控
地
今
ハ
弘
松
勘
次
右
衛
門

　
　
一
、
田
　
二
反
十
五
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
主
　
　
弘
松
宣
晴

と
い
う
の
で
あ
缶
）
彼
の
新
所
有
地
は
・
す
べ
て
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
弘
松
も
、
前
記
『
郷
士
調
査
書
』
の
中
に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
郷
士
で
な
か
っ
た
こ
と
は
断
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
侭
み
て
く
れ
ば
、
　
「
士
族
」
中

の
最
大
の
所
有
老
は
い
ず
れ
も
郷
士
で
は
な
く
、
巨
大
な
譜
代
藩
士
に
従
属
す
る
藩
士
身
分
の
出
身
者
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
つ
ぎ
に
三
町
未
満
～
一
町
以
上
層
八
名
の
出
自
・
所
有
お
よ
び
経
営
面
積
を
表
出
す
れ
ば
第
七
表
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
・
郷
士
出
身
が
四
名
、
「
作
式
」
所
有
者
で
あ
り
か
つ
前
記
「
地
券
願
書
」
に
「
持
主
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
三
名
で
あ

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
・
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
五
九
九
）



立
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態実の層町１
～

３表７第

ｕ易

３
７
０
２

７
０
１
０

反

Ｏ
Ｏ

２

２

Ｏ

Ｏ

反８
一
Ｌ
ｏ

１
●

Ｏ

Ｆ
ｏ
４

営

７

経

１
■
１
■

１

１

１
作

０

６

Ｏ

９

６

Ｏ
Ｏ

３

１

（
）
１

１

、

づ

反

５
●

１
■
ｏ
◎

●

●

９
●

入

５

【
０
１
・
一

１

１
作

Ｏ
０
３
７

７

７

Ｏ

７

３

７

１

１
り
４
０
’
１

、

４

１

８
７
７
１
８
ｏ
ｏ

反
蝸

●

●

●

Ｏ

●

９

８

●

●

出

１

３

３

１

１

１

’
ｕ

易

０
１
３
０
８
７
８
０

反

２

２

１

２

２

２

Ｏ

Ｏ

有
晶
０
２
蝸
〃
”
帥
蝸
“

所

１
１
１
２
１
１
１
１

１

）
）

）

自

地
地

地

行
行

行

知
知

知

（
（

（

人
人

人

士

買
買
士

士
買

出

〃
式
式

つ
・
・

式

郷

作
作
郷

郷
作

１
名

登
蔵
次
清
幸
常
器
久

覚
藤
武
真
元
大
重

本
崎
藤
内
石
岡
藤
尾

氏

山
山
五
島
大
貞
甲
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
六
〇
〇
）

　
　
る
。
貞
岡
元
常
は
、
　
「
地
券
願
書
下
認
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
作
式
」
所
有
者
山
内
掃
部
の

引
　
　
「
持
主
」
と
記
載
さ
れ
、
し
か
も
九
年
の
『
田
地
丈
量
簿
』
に
は
全
く
山
内
の
名
は
見

稿
書
　
出
せ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
彼
が
買
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

願
。

券
る
ば
、
貞
岡
は
郷
士
身
分
で
は
な
く
、
山
内
掃
部
に
下
属
す
る
藩
士
で
あ
っ
た
も
の
と
想

地
あ

「
で
像
さ
れ
る
。
こ
う
考
え
る
と
「
士
族
」
の
う
ち
四
人
は
郷
士
以
外
の
拙
自
を
も
つ
も
の

び
の枇

淋
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
郷
士
の
場
合
、
新
所
有
反
別
と
経
営
反
別
と
の

）
し年

成
間
で
は
そ
う
大
き
な
開
き
は
な
く
、
山
崎
覚
蔵
や
大
石
真
幸
の
場
合
に
は
み
ら
れ
る
よ

９
作

治
り
う
に
経
営
面
積
が
所
有
面
積
を
凌
駕
し
て
い
る
。
た
だ
、
個
六
人
の
下
井
の
み
で
の
旧

偶
よ」

判
領
知
高
を
知
る
史
料
が
な
い
の
で
旧
領
知
高
と
新
所
有
反
別
と
の
差
を
明
ら
か
に
し
え

簿
７
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

量
年
な
い
が
、
他
の
郷
士
に
比
較
し
て
よ
り
多
く
の
土
地
所
有
権
を
え
た
根
拠
は
、
彼
等
の

丈
６地

和
比
較
的
多
い
手
作
経
営
に
よ
る
か
「
問
米
」
の
存
在
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

旧
岬

　
　
前
掲
第
五
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
甲
藤
大
器
の
場
合
に
は
、
そ
の
「
引
換
余
り
知
」
（
ム

劃
〔
　
　
の
丸
新
田
）
六
反
九
畝
歩
余
の
す
べ
て
が
彼
の
所
有
に
帰
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
新
所

　
　
有
地
の
半
ば
以
上
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
手
作
地
で
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う

な
こ
と
は
、
郷
士
以
外
の
「
土
族
」
に
つ
い
て
も
大
体
あ
て
は
ま
る
が
、
た
だ
こ
こ
で
は
「
作
式
」
所
有
を
基
礎
と
し
て
所
有
権
が

附
与
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
等
が
手
作
経
営
を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
が
地
券
帰
属
の
要
件
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
こ
と
わ
る

ま
て
も
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
広
松
宣
晴
の
場
合
ヤ
こ
こ
に
み
ら
れ
る
五
藤
の
よ
う
に
全
く
ｏ
手
作
地
を
も
光



な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
券
所
有
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
、
明
治
九
年
に
お
け
る
「
士
族
」
層
の
土
地
所
有
状
況
を
郷
士
お
よ
び
郷
士
以
外
の
士
族
Ｈ
譜
代
藩

士
別
に
表
示
す
れ
ば
、
第
八
表
の
如
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
旧
郷
士
の
圧
倒
的
部
分
は
五
反
未
満

成構有所地土」族士「表７第

外
族

捌
士

４

２

２

２

６

０

６１

郷
の

士

４
０
２
５
５
２

Ｏ

１

３

郷
自

町
反
反
反
反
下

１
８
５
ｏ
ｏ
１

聰

～

～

～

～

～
以

出

易積

町

反

面

３

１

８

５

３

１

成作りよ』簿量丈地田『

の
零
細
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
七
三
％
強
に
上
っ
て
い
る
。
し
か
も
彼
等
の
経
営
地
は

全
般
的
に
み
て
、
　
「
平
民
」
出
身
の
農
民
経
営
地
よ
り
は
る
か
に
狭
隆
で
あ
り
、
前
に

明
ら
か
に
し
た
四
名
を
の
ぞ
け
ば
、
五
反
以
下
の
経
営
者
が
二
一
名
、
経
営
を
も
た
な

い
旧
郷
士
は
一
四
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
、
旧
郷
士
層
の
零
細
土
地

所
有
の
基
礎
的
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
券
交
付
．
地
租
改
正
の
進
行
は
、
多

く
の
郷
士
的
土
地
所
有
を
農
民
的
土
地
所
有
に
転
化
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
旧
郷
士
層

に
た
い
し
て
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
た
。
し
か
も
地
租
改
正
条
例
は
地
価
の
百
分
の
三
の
貢
租
率
を
か
か
る
土
地
所
有
一
般
に
一
率

に
賦
課
す
る
方
針
を
と
っ
た
た
め
に
一
藩
政
改
革
以
来
「
引
換
余
り
知
」
に
適
用
さ
れ
て
い
た
二
分
取
租
法
の
特
権
を
も
排
除
し
て

し
ま
っ
た
。

　
か
か
る
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
に
と
も
な
っ
て
、
　
「
作
式
」
所
有
農
民
が
い
ま
や
旧
郷
土
層
に
と
つ
て
代
つ
た
。
第
六
表
か
ら

知
ら
れ
る
よ
う
に
・
最
上
層
の
土
地
所
有
者
は
「
平
民
」
七
条
寿
之
で
あ
り
、
彼
は
九
町
五
反
歩
－
余
を
所
有
し
て
い
る
。
彼
の
場
合
、

明
治
六
年
の
「
地
券
願
書
」
に
よ
れ
ば
新
ら
し
く
彼
の
所
有
に
帰
し
た
す
べ
て
の
土
地
は
、
　
「
作
式
」
所
有
者
七
条
専
三
郎
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

相
続
分
で
あ
り
、
か
つ
七
条
寿
之
が
「
持
主
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
記
載
様
式
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
一
六
〇
一
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
．
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
（
六
〇
二
）

　
　
目
和
佐
兵
助
上
り
知
七
条
専
蔵
控
地
買
同
人
作
式
買
今
ハ
七
条
専
三
郎
二
成

　
　
一
、
田
一
反
一
畝
六
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
主
　
　
七
条
寿
之

　
彼
の
手
に
帰
し
た
す
べ
て
の
所
有
地
は
目
和
佐
兵
助
と
松
尾
七
左
衛
門
の
知
行
地
に
設
定
さ
れ
た
「
作
式
」
分
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
直
ち
に
郷
土
領
知
そ
の
も
の
と
は
結
び
つ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
藩
政
改
革
に
よ
る
知
行
地
の
解
体
に
伴
っ
て
彼
の
保
有
権
に
帰
し

て
い
た
も
の
が
、
地
券
交
付
．
地
租
改
正
の
過
程
で
改
め
て
所
有
権
と
し
て
追
認
さ
れ
た
産
物
で
あ
る
。
同
じ
事
情
は
、
二
町
九
反

四
畝
歩
余
を
も
つ
岡
林
繁
十
郎
と
一
町
五
反
五
畝
歩
余
の
所
有
者
と
な
っ
た
野
町
直
矢
に
も
み
ら
れ
る
。
岡
林
は
代
六
油
商
才
谷
屋

を
経
営
し
、
　
稲
葉
八
郎
兵
衛
お
よ
び
井
上
順
蔵
の
知
行
地
の
「
作
式
買
人
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
（
「
下
井
新
田
奉
願
侯
田
畑

　
　
　
　
　
（
１
２
）

匿
敷
地
券
之
事
」
１
知
行
地
関
係
の
み
記
載
）
。
野
町
直
矢
は
綿
屋
を
経
営
し
、
同
時
に
近
藤
三
太
夫
・
目
和
佐
兵
助
の
「
作
式
買
人
」

と
な
っ
て
い
る
（
同
上
）
。
知
行
地
の
解
体
に
伴
う
新
所
有
者
で
目
ぽ
し
い
者
は
、
こ
の
三
人
と
第
七
表
に
掲
出
し
た
四
人
の
「
士

族
」
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
三
町
一
畝
余
の
所
有
者
岡
林
幾
司
は
知
行
地
関
係
の
「
地
券
之
事
」
に
全
く
そ
の
名
を
見

出
し
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
知
行
地
に
関
係
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
郷
士
領
知
に
関
係
し
て
い
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、

彼
の
場
合
に
つ
い
て
知
り
う
る
い
さ
さ
か
の
史
料
も
存
在
し
な
い
の
で
残
念
な
が
ら
新
所
有
地
発
生
の
根
源
を
具
体
的
に
究
明
し
え

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
さ
き
に
述
べ
た
点
か
ら
み
て
、
彼
が
「
作
式
」
所
有
者
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
こ

の
四
人
の
「
平
民
」
所
有
者
は
全
く
手
作
経
営
を
行
わ
ず
、
全
所
有
地
を
小
作
に
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
小
作
関
係
の
分
析
は

課
題
外
に
属
す
る
の
で
、
そ
の
く
わ
し
い
分
析
は
別
の
機
会
に
ゆ
づ
っ
て
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
そ
の
特
徴
点
だ
け
を
指
摘
す
る
に
止

め
よ
う
。
そ
の
典
型
と
し
て
七
条
寿
之
の
場
合
を
と
れ
ば
、
小
作
人
の
構
成
は
第
八
表
の
如
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大

部
分
の
小
作
人
は
五
反
以
下
と
り
わ
け
三
反
歩
以
下
の
零
細
小
作
地
を
借
地
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
自
己
所
有
反
別
の
零
綱
な
小
作

Ｊ



成構人作小
！

之寿条七表８第

計

８

６

１
３

１
９

４
１

反
下
－
以

－

２

３

１
１
！
３

６

１
５

６
１
１
２
５

２

２

３

－

７

－

‘

１

ユ

２

－

－

１

’

１

積
面
地
作
小

反
５
～
８

反
３
～
５

反
１
～
３

下
以
反
１

計

成作りよ』簿量丈地田『

人
ほ
ど
そ
の
借
受
小
作
地
も
零
細
に
な
っ
て
い
る
ひ
こ
の
七
条
家
の
例
は
、
箪
六
表
の
全

耕
作
面
積
別
構
成
に
も
若
干
の
例
外
を
の
ぞ
け
ば
ほ
ぽ
同
様
の
傾
向
を
生
む
要
素
と
な
っ

て
い
る
と
み
て
よ
い
。
同
じ
こ
と
は
、
岡
林
幾
司
・
岡
林
繁
十
郎
・
野
町
直
矢
に
も
い
い

う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
支
配
す
る
小
作
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
九
人
・
七
人
・
八
人
と

い
う
よ
う
に
出
小
作
地
に
比
し
て
小
作
人
の
数
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
も
容
易

に
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
小

作
人
は
例
え
ば
、
浜
口
柳
七
の
よ
う
に
七
条
寿
之
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
五
藤
正
形
・
．
田

中
豊
作
・
広
松
宣
晴
か
ら
零
細
で
は
あ
る
が
借
地
し
て
お
り
、
小
作
関
係
は
入
り
組
ん
で

い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
六
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
零
網
土
地
所
有
老
の
出

現
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
零
綱
で
は
あ
れ
新

所
有
者
と
な
っ
た
「
平
民
」
層
は
、
何
等
か
の
形
で
「
作
式
」
を
も
つ
農
民
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
作
式
」
は
例
え
ば
「
ら
」
丸
新
田
に
お
け
る
「
坂
者
」
と
い
う
形
で
の
幾
人
か
の

共
同
所
有
の
た
め
に
新
所
有
地
に
転
化
す
る
場
合
に
必
然
的
に
零
細
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
同

時
に
す
で
に
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
商
品
経
済
の
発
展
に
つ
れ
て
郷
士
株
の
売
買
が
盛
行
し
て
い
た
点
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ

う
に
、
　
「
作
式
」
の
売
買
に
よ
っ
て
所
有
者
の
零
綱
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
没
落
し
た
「
作
式
」
所
有

者
の
発
生
が
第
六
表
の
農
民
層
構
成
に
反
映
し
て
お
り
、
そ
し
て
同
時
に
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
の
者
が
例
外
な
く
零
細
小
作
地
を
借

受
け
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
六
〇
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
一
第
ｒ
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
（
六
〇
四
）

　
と
に
も
か
く
に
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
地
券
交
付
・
地
租
改
正
に
よ
っ
て
農
村
構
造
は
新
ら
し
い
展
開
を
み
せ

は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
場
合
、
地
券
交
付
の
段
階
に
お
い
て
は
、
旧
郷
士
領
地
の
う
ち
「
間
米
」
の
存
在
す
る
地

所
に
つ
い
て
は
郷
士
所
務
米
の
み
を
基
準
に
し
て
地
価
を
評
定
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
た
た
め
、
農
民
の
作
徳
部
分
は
こ
の
地

価
部
分
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
価
は
不
当
に
安
く
算
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
租
改

正
事
業
は
よ
り
困
難
な
間
題
を
背
負
わ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
農
民
作
徳
部
分
を
も
ふ
く
め
た
地
価
を
算
定
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
い
き
お
い
そ
の
所
有
権
帰
属
間
題
に
当
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
野
市
村
に
お
い
て
も
決
し
て
例
外
で

は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
史
料
は
見
出
し
え
な
い
。
そ
こ
で
例
を
他
の
地
域
に
と
っ
て
考
察
し
て
み
よ

う
。　

）
　
三
　
領
知
処
分
の
紛
霞

　
（

　
さ
き
に
み
た
よ
う
な
、
野
市
村
下
井
に
お
け
る
地
券
交
付
お
よ
び
地
租
改
正
の
円
滑
な
進
行
は
、
全
く
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
、

多
く
の
地
域
で
は
旧
郷
士
と
永
小
作
人
と
の
問
に
深
刻
な
対
立
関
係
を
生
ん
で
い
る
。
そ
の
紛
議
が
よ
う
や
く
解
決
の
き
ざ
し
を
み

せ
た
の
は
、
明
治
三
一
年
の
新
民
法
お
よ
び
民
法
施
行
法
の
規
定
す
る
永
小
作
期
問
の
制
限
条
項
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

少
く
と
も
二
十
数
ヶ
年
に
わ
た
っ
て
両
者
の
対
立
は
つ
づ
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
面
わ
た
し
は
、
地
券
交
付
・
地
租

改
正
の
段
階
に
お
け
る
こ
の
間
題
に
着
目
し
て
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
郷
士
領
知
処
分
の
最
終
的
方
針
は
、
明
治
六
年
三
月
の
布
告
に
よ
っ
て
打
出
さ
れ
は
し
た
が
、
そ

の
但
書
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
、
郷
士
層
に
た
い
す
る
妥
協
的
性
格
を
露
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
郷
士
は
、
こ
の
規
定
を

足
が
か
り
と
し
て
、
地
券
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
間
題
の
紛
糾
が
、
さ
ら
に
地
租
改
正
に
あ
丈
っ
て
の
「
問
米
」
に
よ



っ
て
決
定
さ
れ
た
地
券
帰
属
お
よ
び
地
価
算
定
ｏ
再
検
討
に
ま
で
混
乱
を
も
ち
込
ん
だ
。
い
ま
、
そ
の
具
体
的
事
例
と
し
て
長
岡
郡

豊
岡
郷
西
峯
村
三
谷
助
之
進
の
場
合
を
取
上
げ
て
み
よ
う
。
以
下
に
取
上
る
の
は
、
郷
土
領
知
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
新
田
知
行
に

か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
ま
ず
、
三
谷
助
之
進
の
家
系
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
慶
応
二
年
の
『
年
譜
書
御
改
差
出
』
に
よ
れ
ば
、
初
代
三
谷
三
郎

次
郎
は
長
曾
我
部
の
家
臣
と
し
て
豊
永
郷
に
百
石
の
知
行
を
拝
領
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
山
内
受
封
と
と
も
に
ど
の
よ
う
な
処
遇

を
受
け
た
の
か
余
り
明
確
で
は
な
い
が
、
寛
文
十
年
（
一
一
六
七
〇
）
に
は
地
高
九
十
三
石
八
斗
三
升
を
領
し
、
慶
応
二
年
（
一
八
六

六
）
に
は
こ
の
「
新
田
役
知
」
の
ほ
か
本
田
十
五
石
、
新
田
作
式
四
十
石
余
、
切
畑
二
町
余
（
所
務
米
二
十
七
石
）
を
所
有
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
み
て
、
山
内
入
国
以
来
郷
士
と
し
て
起
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
化
政
期
の
も
の
と
い
わ

れ
る
前
出
『
郷
士
調
査
書
』
に
は
、
こ
の
三
谷
助
之
進
の
代
六
の
名
は
見
出
せ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
以
前
に
藩
士
に
昇

進
し
た
も
の
と
み
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
こ
の
三
谷
家
は
、
地
租
改
正
の
当
時
、
旧
役
知
二
分
取
新
田
九
町
八
反
三
畝
．
旧
役
知
出

作
式
新
田
五
町
九
反
五
畝
八
歩
に
つ
い
て
七
十
一
人
の
小
作
人
と
の
問
で
永
小
作
関
係
を
結
ん
で
い
た
。

　
県
当
局
は
、
七
年
二
月
内
務
卿
木
戸
孝
允
と
大
蔵
卿
大
隈
重
信
の
連
名
に
な
る
永
小
作
権
を
小
作
人
に
買
受
け
さ
せ
る
か
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

い
は
双
方
の
熟
議
に
よ
っ
て
私
有
の
分
界
を
明
確
化
せ
よ
と
い
う
指
令
に
接
す
る
以
前
か
ら
し
ば
し
ば
永
小
作
権
処
分
に
つ
い
て
管

下
に
指
令
を
発
し
て
い
た
。
す
で
に
、
野
市
村
下
井
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
豊
永
郷
に
お
い
て
は
混
乱
を
き
わ
め
て
い
た
。
三
谷
助
之
進
の
次
の
願
書
（
明
治
七
年
四
月
）
が
こ
の
こ
と
を

証
明
す
る
。
全
文
を
か
か
げ
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

　
　
　
　
　
地
券
願
之
事

　
　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
（
六
〇
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
（
六
〇
六
）

　
　
長
岡
郡
第
二
十
一
区
豊
永
、
郷
西
峯
村
二
有
リ
旧
役
知
出
作
式
新
田

　
　
一
、
地
五
町
九
反
五
畝
八
歩

　
　
同
郡
同
区
同
郷
同
村
二
有
リ
旧
役
知
二
歩
立
新
田

　
　
一
、
地
町
三
反
八
畝

　
　
右
ハ
私
旧
役
知
御
目
限
之
通
地
券
奉
願
差
上
処
百
姓
共
ヨ
リ
モ
地
券
願
出
眈
事
件
二
付
其
段
御
届
仕
御
座
眈
処
、
私
ヨ
リ
願
出
比
様
御
下
知
直
蒙

　
　
申
眈
然
二
御
目
限
切
二
相
成
眺
得
共
右
件
之
次
第
二
付
此
度
奉
願
牝
問
何
卒
地
券
御
渡
相
蒙
度
此
段
奉
願
眈
也
地
租

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
旧
役
知
に
つ
い
て
三
谷
と
永
小
作
人
の
双
方
か
ら
地
券
が
申
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

る
。
こ
の
よ
う
な
不
手
際
は
、
三
谷
助
之
進
自
身
が
他
の
願
書
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
地
租
改
正
に
付
、
下
作
売
買
御
指
留

之
上
地
主
小
作
人
熟
議
仕
咋
様
被
仰
付
脈
処
」
か
ら
由
来
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
六
年
三
月
布
告
の
但
書
が
み
ち
び
き
だ
し
た
も

の
に
ぼ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
県
当
局
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
七
年
二
月
の
政
府
指
令
を
仰
ぐ
べ
く
、
永
小
作
権
処
分
間
題
に

　
　
　
　
（
１
７
）

つ
い
て
伺
書
を
提
起
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
三
谷
は
そ
の
後
し
ば
し
ば
永
小
作
人
側
に
た
い
し

て
「
熟
談
」
の
条
件
を
提
示
し
た
。
九
年
三
月
二
十
九
日
に
は
、
最
大
限
の
譲
歩
と
し
て
、
　
「
三
ヶ
一
ノ
裂
地
指
遣
ツ
申
脈
得
共
熟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

議
不
相
調
」
と
い
う
届
を
県
庁
に
さ
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
「
三
ヶ
一
裂
地
」
つ
ま
り
出
作
式
新
田
お
よ
び
旧
役
知
二
歩
新
田
の
う

ち
三
分
の
一
に
あ
た
る
所
有
権
を
永
小
作
人
に
与
え
よ
う
と
い
う
こ
の
提
案
を
な
ぜ
最
大
限
の
譲
歩
と
み
う
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

以
前
の
八
年
三
月
に
は
、
彼
は
「
従
来
の
通
ヲ
以
熟
議
仕
脈
様
」
他
の
知
行
主
や
郷
土
た
ち
と
「
相
談
」
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
三
谷
助
之
進
の
動
き
は
、
彼
だ
け
の
孤
立
し
た
行
動
で
は
な
く
、
西
峯
村
の
「
士
族
地
主
」
た
ち
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
上
で

の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
こ
う
し
た
動
向
は
、
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
に
た
い
す
る
郷
士
お
よ
び
新
田
知
行
主
の
す
べ

■



て
の
あ
り
よ
う
を
う
か
が
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
こ
の
三
谷
の
提
示
し
た
「
従
来
ノ
通
」
か
「
三
ヶ
一
ノ
裂
地
」
で
熟
談
が
成
立

し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
永
小
作
関
係
が
依
然
と
し
て
緯
持
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
永
小
作
関
係
を
一
方
に
存
続
さ
せ
な
が
ら
他
方
に

零
細
土
地
所
有
者
を
作
り
出
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
き
に
み
た
野
市
村
下
井
に
お
け
る
零
細
土
地
所
有
の
発
生
の
背
後
に

は
、
か
か
る
事
情
が
ひ
そ
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
地
租
改
正
事
業
を
早
急
に
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
背
負
っ
た
県
当
局
は
、
各
地
に
お
け
る
「
熟
談
」
の
不

成
立
に
業
を
に
ゃ
し
、
九
年
四
月
係
官
を
各
地
に
派
遣
し
た
。
三
谷
助
之
進
の
場
合
に
も
例
外
で
は
な
く
、
係
官
の
説
得
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
九
年
九
月
十
二
日
そ
の
「
熟
談
」
は
成
立
し
た
。
次
の
史
料
は
、
そ
の
約
定
書
で
あ
る
。
貴
重
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

わ
ず
ら
い
を
い
と
わ
ず
、
そ
の
全
文
を
か
か
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

　
　
　
改
正
二
付
熟
議
約
定
書

　
　
一
、
従
前
御
検
地
帖
面
二
名
面
控
居
候
作
人
支
配
之
廉
分
口
之
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
但
類
地
宛
口
米
申
立
眺
得
老
地
主
加
治
子
米
作
人
之
所
徳
速
二
相
分
リ
可
申
眺
問
所
得
二
応
シ
テ
由
緒
並
可
申
晦
也

　
　
一
、
由
緒
之
事

　
　
　
但
類
地
宛
口
米
ノ
内
ニ
テ
貢
租
ヲ
引
残
ル
米
金
ノ
内
三
ア
加
治
子
ヲ
引
残
ル
老
作
人
ノ
所
得
二
眈
也

　
　
一
、
宛
口
金
議
之
事

　
　
　
但
シ
等
級
之
議
者
御
改
正
二
付
村
内
二
立
置
立
会
人
ヨ
リ
地
毎
二
記
載
致
置
昨
得
ハ
等
級
二
応
シ
テ
宛
ロ
ヲ
定
メ
地
主
作
人
ノ
見
込
ヲ
立
可
申

　
　
　
昨
宛
ロ
ノ
見
込
若
引
違
二
相
成
眈
時
者
反
覆
会
議
致
決
定
可
致
眈
得
バ
実
地
ノ
厚
薄
ニ
ョ
リ
品
等
区
別
有
之
者
顕
然
之
議
二
付
而
数
畝
町
ヲ
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
均
シ
等
級
記
載
廉
金
議
ノ
議
ハ
地
主
又
ハ
作
人
ノ
見
込
ヲ
以
畝
町
毎
二
宛
口
見
込
比
合
計
二
及
ヒ
兼
而
立
置
宛
ロ
ト
比
較
致
シ
割
符
ヲ
付
可
申

　
　
　
眈
付
而
ハ
村
惣
代
ノ
立
置
等
級
二
応
シ
決
定
シ
タ
ル
宛
ロ
ヘ
基
可
申
眈
也

　
　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
（
六
〇
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
（
六
〇
八
）

　
　
一
、
壱
分
畝
町
ノ
内
ヲ
分
ロ
ノ
事

　
　
　
但
此
内
二
而
ニ
ツ
ニ
分
配
ス
レ
ハ
地
主
二
経
界
立
セ
比
得
ハ
作
人
寄
取
二
可
致
帖
又
作
人
二
経
界
立
サ
セ
比
ヘ
バ
地
主
寄
取
可
致
昨
也
其
余
ハ

　
　
　
見
二
準
シ
可
申
也

　
　
一
、
地
券
売
買
ノ
事

　
　
　
但
間
免
ノ
有
之
地
者
地
主
へ
券
状
御
渡
シ
ニ
相
成
眈
故
作
人
二
券
状
無
之
二
付
代
金
ヲ
以
売
買
可
申
也

　
　
一
、
代
金
割
符
ノ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
但
地
主
作
人
之
所
徳
二
応
シ
分
配
致
シ
等
中
心
之
上
壱
升
二
付
金
四
拾
銭
価
ヲ
以
売
買
可
致
帖

　
　
　
右
六
ケ
条
御
取
扱
ヒ
下
眈
承
服
仕
熟
談
相
整
申
処
実
正
也
然
ル
上
ハ
別
冊
コ
規
則
書
相
認
メ
証
印
ヲ
以
相
渡
申
通
リ
地
毎
二
当
リ
裂
地
二
致
券

　
　
　
状
売
買
可
申
眈
柳
相
違
無
之
若
右
箇
条
書
相
背
二
お
ゐ
て
ハ
如
何
様
共
御
処
置
可
ヒ
成
昨
例
而
為
後
日
御
印
紙
貼
用
致
管
轄
ノ
副
区
長
中
之
御

　
　
　
証
印
申
請
証
書
相
渡
申
上
ハ
後
目
柳
違
乱
無
之
眈
勿
約
定
書
如
件

こ
の
結
果
、
三
谷
の
旧
役
知
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
　
「
別
冊
規
則
書
」
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
残
念
な
が
ら
明

ら
か
に
し
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
約
定
書
」
の
第
一
条
に
よ
れ
ば
、
検
地
帖
に
「
作
式
」
所
有
者
と
し
て
の
「
名
面
」
を
記
載

さ
れ
て
い
る
作
人
は
そ
の
土
地
を
「
分
口
」
さ
れ
、
新
し
く
所
有
権
者
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合
に
お

い
て
も
、
第
五
条
が
規
定
す
る
よ
う
に
「
問
免
」
１
１
「
問
米
」
の
あ
る
土
地
の
地
券
は
旧
知
行
主
が
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
地
券
は
「
作
人
」
が
買
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
作
人
」
に
か
か
る
地
券
を
買
取
ら
せ
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ

ず
地
価
額
を
引
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
幾
度
か
の
紛
糾
の
の
ち
、
よ
う
や
く
に
し
て
領
知
お
よ
び
新
田
役
知
に
か
ん
す
る
所
有
権
所
属
間
題
が
解
決
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
永
小
作
間
題
の
す
べ
て
を
解
決
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
た



い
。

註

（
１
）
　
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
七
巻
。

（
２
）
　
稿
本
『
高
知
県
誌
」
奏
状
一
三
巻
－
松
好
貞
夫
著
『
新
田
の
研
究
』
三
〇
三
～
四
頁
所
引
。

（
３
）
　
右
同
書
。

（
４
）
　
右
同
書
。

（
５
）
　
拙
稿
「
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
」
（
一
）
－
本
誌
第
五
巻
六
号
参
照
。

（
６
）
　
『
土
佐
国
地
方
慣
習
集
手
引
草
』

（
７
）
　
野
市
町
役
場
所
蔵
文
書
。

（
８
）
　
右
同
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．

（
９
）
右
同
。

（
１
０
）
右
同
。

（
ｎ
）
右
同
。

（
１
２
）
右
同
。

（
１
３
）
　
高
知
県
立
図
書
館
所
蔵
文
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
１
４
）
　
指
令
の
全
都
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
永
小
作
の
儀
ば
、
元
来
地
主
と
小
作
人
と
の
約
定
に
出
叱
義
に
は
、
土
地
を
小
作
に
買
受
眺
か
、
永
小
作
の
権
利
を
地
主
に
買
受
け
牝

　
か
、
双
方
熟
議
の
上
私
有
分
界
相
立
べ
く
、
若
し
熟
議
不
相
整
証
拠
等
無
之
難
決
事
情
有
之
比
は
ば
・
一
廉
限
り
事
由
を
類
別
し
更
に
－
伺

　
出
べ
く
事

　
　
　
明
治
七
年
二
月
十
七
目

土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
（
六
〇
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
（
六
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
　
　
木
　
戸
　
孝
　
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
蔵
卿
　
　
　
大
　
　
隈
　
　
重
　
　
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
高
知
県
に
お
げ
る
旧
慣
永
小
作
に
つ
い
て
』
）

　
こ
の
指
令
は
・
前
年
十
二
月
の
県
当
局
よ
り
の
「
昨
年
以
来
相
渡
す
地
券
地
価
、
讐
へ
ば
一
反
前
に
付
所
得
米
一
石
此
代
価
百
円
相
当
の

　
処
…
…
永
小
作
人
之
あ
り
・
地
主
わ
ず
か
に
五
斗
丈
げ
を
所
務
致
し
来
晦
分
は
、
地
券
の
代
価
も
亦
五
拾
円
と
相
記
し
有
之
を
以
て
土
地

　
の
真
価
と
は
不
被
申
・
依
而
改
正
の
際
不
都
合
顕
然
に
有
之
、
去
連
右
地
券
代
価
を
百
円
と
認
め
地
主
へ
相
渡
甘
時
は
、
地
主
全
く
其
地

　
を
自
由
に
す
る
権
利
を
有
し
・
小
作
人
自
然
破
産
と
相
成
道
理
に
し
て
、
人
情
沸
騰
は
申
迄
無
之
」
、
　
よ
っ
て
「
永
小
作
人
所
務
致
し
帖

　
分
は
地
主
買
取
り
申
眈
後
宛
り
株
（
所
有
権
の
こ
と
ー
後
藤
）
を
地
主
へ
相
与
へ
帖
か
、
或
は
共
地
を
平
分
し
五
畝
を
以
て
地
主
所
有
と

　
し
・
五
畝
を
以
て
永
小
作
人
所
有
と
致
し
帖
」
（
『
土
佐
国
地
方
慣
習
手
引
草
』
）
か
と
い
う
質
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
珊
）

（
１
９
）

（
２
０
）

高
知
県
立
図
書
館
所
蔵
文
書
。

右
同
「
下
作
熟
議
願
之
事
」

註
（
１
４
）
参
照
。

高
知
県
立
図
書
館
所
蔵
「
下
作
熟
議
不
相
調
御
届
之
事
」

右
同
「
御
奥
印
願
之
事
」

右
同
「
約
定
書
」

四
　
む

す
　
　
び

　
わ
た
し
は
、
藩
政
改
革
か
ら
地
券
交
付
・
地
租
改
正
の
過
程
で
郷
士
的
土
地
所
有
が
ど
の
よ
う
に
解
体
さ
せ
ら
れ
た
か
を
、
き
わ

め
て
不
充
分
で
は
あ
っ
た
が
個
六
の
事
例
を
と
り
な
が
ら
分
析
し
て
き
た
。
以
上
の
点
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が

｝



で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
藩
政
改
革
の
時
点
丁
お
い
て
は
、
本
田
知
行
は
別
に
し
て
、
新
田
知
行
お
よ
び
郷
士
領
如
の
解
体
化
は
き
わ
め
て
不
充
分
で
あ
り
・

む
し
ろ
そ
れ
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
農
民
層
に
過
重
の
負
担
を
負
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
む
し
ろ
貢
租
徴
収
権
を

藩
庁
に
集
中
す
る
こ
と
の
み
が
主
目
的
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
い
か
な
る
土
地
所
有
関
係
が
形
成
さ
れ
る
か
に
は
全
く
関
心
を

よ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
が
そ
の
ま
ま
農
氏
的
土
地
所
有
の
形
成
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
は
・

い
う
ま
で
婁
く
藩
権
カ
そ
昔
体
の
反
覧
的
性
格
を
示
す
ば
言
で
な
く
、
郷
士
層
に
た
い
す
る
妥
爵
態
度
を
露
呈
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ろ
。
し
か
し
、
・
そ
れ
に
し
て
も
郷
士
層
か
ら
真
租
徴
収
権
を
収
奪
す
る
方
針
の
主
要
な
形
成
者
が
公
議
政
体

派
の
中
心
人
物
後
藤
象
二
郎
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
持
し
た
の
が
土
佐
藩
勤
王
党
（
郷
士
層
）
と
か
つ
て
は
倒
幕
の
一
点
で
連
繋
し
た

板
垣
一
派
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、
倒
幕
派
の
解
体
し
た
が
っ
て
ま
た
公
議
政
体
派
に
よ
る
藩
権
力
再
建
の
一
環
で
あ
っ

た
こ
と
を
見
落
し
て
は
左
ら
な
い
。

　
地
券
交
付
．
地
租
改
正
は
、
上
述
の
点
と
や
や
異
っ
た
政
策
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
、
そ
れ
は
、
さ
き
に
も
い
っ
た
よ

う
に
、
中
央
集
権
体
制
の
経
済
的
基
礎
を
構
築
す
る
も
の
と
し
て
あ
み
だ
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
す
べ
て
の
土
地
“
貢
租
を
中
央
政
府

に
徴
収
す
る
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
積
極
性
が
、
藩
政
改
草
の
残
し
た
土
地
所
有
権
帰
属
の
非
合
理
性
を
破
壌
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
問
米
」
に
よ
る
地
価
評
定
を
く
つ
が
え
し
た
の
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
二
分
取
新
田
の
排

除
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
施
策
に
よ
つ
て
、
郷
士
的
土
地
所
有
は
完
全
に
解
体
し
、
す
べ
て
の
土
地
所
有
と
と
も
に
一
率
の
地
租
を

賦
課
さ
れ
る
省
物
繧
化
し
た
。
だ
が
、
凌
し
た
ち
は
、
こ
の
改
葉
直
ち
に
「
平
民
一
－
農
轟
土
地
所
有
を
創
出
し
た
と

考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
具
体
的
に
検
証
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
土
地
所
有
者
が
「
平
民
」

　
　
　
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
（
六
二
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
（
六
二
一
）

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
窮
五
号
）

で
あ
れ
「
士
族
一
で
荒
・
そ
う
し
た
族
籍
別
構
蜜
る
い
は
ま
た
「
間
米
一
の
有
無
に
夫
「
作
式
一
所
有
に
走
、
そ
れ
は
こ

の
場
合
間
う
き
ろ
で
寒
か
一
た
。
だ
が
「
作
式
一
を
所
有
し
き
耕
作
農
民
覆
た
い
す
る
所
有
権
一
父
付
は
、
こ
こ
で
は
一
切

顧
慮
さ
れ
て
は
妄
い
・
地
券
交
付
・
地
租
改
正
ぶ
か
る
歴
史
的
内
容
と
限
界
菱
つ
て
い
た
と
は
い
え
、
郷
士
的
土
地
所
有
の

解
体
に
は
決
定
的
な
段
階
を
劃
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
郷
士
的
土
地
所
有
の
解
体
化
が
推
進
さ
装
と
き
、
旧
郷
士
層
が
貢
租
徴
収
権
の
回
復
を
；
の
要
件
と
し
て
反
革
命
的

政
治
行
動
に
移
る
の
は
、
蓋
し
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

●

」




